
○罹災証明書及び被災届出証明書の交付に係るフローチャート 

受付 
証明書の発行対象は何か 

住家の場合（被害の程度の判定が必要） 
住家の場合（被害の程度の判定が不要） 

非住家、家財、動産等の場合 

自己判定方式 
・判定が準半壊に至らない

（一部損壊）の罹災証明書を

希望する場合 

・被害の状況を確認できる

写真がある場合 

被害認定調査 
被害の程度が認定できたか 

罹災証明書 被災届出証明書 

は い いいえ 


